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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備する、ワイヤレス通信装置内で電話番号を記録、処理するためのシステム：
　ハウジング；
　所定の電話番号のセットを含む英数字データを記憶するための記憶領域；
　ハウジングによってサポートされ、第１の電話番号を含む、データを入力するためのユ
ーザ動作を感知するユーザ入力装置；
　第１の電話番号を、記憶領域に記憶されている所定の電話番号のセットと比較するため
、および第１の電話番号が記憶領域内の所定の電話番号のセットの１つと一致するときに
一致インジケータを設定する比較器；
　システムから遠隔の通信装置と通信するためのハウジング内のトランシーバ、該トラン
シーバーは第１の電話番号の選択に応えて第１の電話番号に関連する遠隔通信装置への呼
の確立を開始する；
　遠隔通信装置からレコーダデータ記憶領域内へ受信されたデータのエントリーを可能に
するために、設定されている一致インジケータに応えて起動される英数字レコーダ。
【請求項２】
　ユーザ入力装置は、遠隔通信装置への呼の間にそのユーザ起動を感知し、英数字レコー
ダは、レコーダデータ記憶領域内のユーザ入力装置を介して手動で入力されるデータを記
憶する、請求項１のシステム。
【請求項３】
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　トランシーバが、遠隔通信装置からデータを自動的に受信し、受信されたデータを、ユ
ーザ入力装置の追加起動なしにレコーダデータ記憶領域内に記憶する、請求項１のシステ
ム。
【請求項４】
　さらに、レコーダデータ記憶領域内でデータを編集するためのプロセッサを含む、請求
項１のシステム。
【請求項５】
　さらに、不揮発性データ記憶領域、およびデータレコーダ記憶領域から不揮発性データ
記憶領域にデータをコピーするためのプロセッサを含む、請求項１のシステム。
【請求項６】
　データレコーダ記憶領域内のデータが第２の電話番号を示し、不揮発性データ記憶領域
が電話帳記憶領域である、請求項５のシステム。
【請求項７】
　遠隔通信装置から受信されるデータが、第２の電話番号を示す、請求項１のシステム。
【請求項８】
　トランシーバが、第２の電話番号への呼オプションの選択に応えて、第２電話番号と関
連する遠隔通信装置に対する呼の確立をさらに開始する、請求項７のシステム。
【請求項９】
　下記を具備する、ワイヤレス通信装置において電話番号を記録、処理するための方法：
　ユーザによって選択された送出する電話番号を受信する；
　　　　該送出する電話番号は、データが受信されそうな複数の呼に対応して特定された
１組の所定の番号の一つに属している、
　該送出する電話番号を所定の複数の番号のセットと比較し、一致する時は一致インジケ
ーターを設定する；及び
　　　設定される一致インジケータに応えてデータ記録機能を起動し、データがワイヤレ
ス通信装置に記録可能とする。
/
【請求項１０】
　さらに送出する電話番号の受信に応えて、該送出する電話番号と関連する遠隔通信装置
との通信リンクを確立する工程を含み、データ記録機能により記録されるデータは遠隔通
信装置から受信されるデータである、請求項９の方法。
【請求項１１】
　ワイヤレス通信装置はユーザー入力装置を含み、そしてデータ記録機能は、さらに所定
の方法で入力装置のユーザ起動に応えて起動される、請求項９の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信装置はユーザ入力装置と出力装置を含む請求項９の方法であって、該方
法は、さらに、データ記録機能がユーザによって起動されることができる旨のユーザプロ
ンプトを発行する工程を含み、該データ記録機能はさらに所定の方法で入力装置のユーザ
起動に応えて起動される、前記方法。
【請求項１３】
　記憶領域内に記憶される所定の複数の番号のセットは、ディレクトリ・アシスタンス・
サービス・プロバイダの複数の電話番号を含み、比較する工程は電話番号をディレクトリ
・アシスタンス・サービス・プロバイダの複数の電話番号のセットと比較する、請求項９
の方法。
【請求項１４】
　さらに、送出する電話番号と関連する遠隔通信装置と通信し、そこから電話番号を受信
する工程、記憶領域に該受信した電話番号を保存するための動作のユーザ選択を感知する
工程、及び該受信した電話番号を保存するために該動作のユーザ選択を感知することに応
えて、該記憶領域に該受信した電話番号を記憶する工程を含む、請求項９の方法。
【請求項１５】
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　該ワイヤレス通信装置は表示器を含む請求項９の方法、該方法は、さらに送出する電話
番号に関連する遠隔通信装置と通信する工程と、そこから電話番号を受信する工程と、該
受信した電話番号を表示する工程と、該受信した電話番号が記憶領域に記憶されることが
できることを示すプロンプトを表示する工程と、該記憶領域に該受信した電話番号を保存
するための動作のユーザ選択を感知する工程と、及び該受信した電話番号を保存するため
の該動作のユーザ選択を感知することに応えて記憶領域に該受信した電話番号を記憶する
工程とを含む。
【請求項１６】
　該ワイヤレス通信装置はユーザ入力装置を含む請求項９の方法、該方法はさらに送出す
る電話番号と関連する遠隔通信装置と通信し、そこからデータを受信する工程と、遠隔通
信装置への呼の間にユーザ入力装置のユーザ起動を感知する工程と、及びユーザ入力装置
のユーザ起動を感知することによって該データを記録する工程とを含む。
【請求項１７】
　該ワイヤレス通信装置はユーザー入力装置を含む請求項９の方法、ここで送出する電話
番号を特定する工程は、送出する電話番号を選択するためにユーザ入力装置のユーザ起動
を感知し、該方法は、さらに、送出する電話番号と関連する遠隔通信装置と通信し、そこ
からデータを受信する工程と、及びユーザ入力装置の追加ユーザ起動無しに該データを自
動的に記録する工程を含む。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
Ｉ．発明の分野
本発明は、一般に、ワイヤレス通信装置に関し、さらに特定すると、ワイヤレス通信装置
内の情報の記録および処理を容易にするためのシステムおよび方法に向けられている。
ＩＩ．発明の背景
ディレクトリアシスタンス(directory assistance)は、電話帳を補足するために電話会社
により提供されるサービスである。顧客は、所望の電話番号を得るためにディレクトリア
シスタンスサービスに電話をかける。多くの場合、顧客は電話番号を書き留めてから、そ
れらをダイヤルする。ディレクトリアシスタンスサービス電話番号は覚えやすいことがあ
るが、顧客は、多くの場合、所望の電話番号を書き留めるためのパッドまたは鉛筆を持っ
ていない。所望の電話番号がディレクトリアシスタンスによってかれらに繰り返されると
きに覚えようとする顧客の努力は、彼らが所望の電話番号をダイヤルしようとするときに
しばしば失敗する。
【０００２】
したがって、ワイヤレス通信装置内でのデータの報告および処理を簡略化するシステムに
対する重要なニーズがあることは理解できる。本発明は、この問題を解決し、その他の関
連する優位点を提供する。
【０００３】
（発明の概要）
本発明は、ワイヤレス通信装置内での記録機能の起動(activation)を簡略化する技法を目
的としている。例示的な実施形態においては、システムは、所定番号のセットを含む、デ
ータを記憶するための記憶領域を含む。システムは、ユーザによって選択的に起動される
複数のキーを有するキーパッド(keypad)などのタッチスクリーンまたはその他の装置であ
るユーザ入力装置を含む。ユーザ入力装置は、第１の電話番号を含む、データを入力する
ためにそのユーザ動作を感知する。比較器は、第１の電話番号を、記憶領域内に記憶され
ている番号のセットと比較する。一つの実施形態においては、プロセッサは比較器の機能
を実行し、第１の電話番号が記憶領域内の該セットの複数の番号の１つと一致するとき一
致インジケータ(match indicator)を設定する。英数字レコーダ(alphanumeric recorder)
は、レコーダデータ記憶領域内へのデータの入力を可能にするために、設定されている一
致インジケータを含めて、第１の状態に応えて起動される。
【０００４】
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１つの実施形態においては、第１の状態は、所定の方法で入力装置のユーザ起動に応えて
レコーダを起動するシステムを含む。第１の状態は、レコーダがユーザによって起動でき
ることを示すユーザプロンプト(user prompt)の出力装置による発行を含んでよい。この
実施形態においては、システムは、プロンプトの発行に続いて所定の方法で入力装置のユ
ーザ起動に応えてレコーダを起動する。
【０００５】
システムは、さらに、システムから遠隔の通信装置と通信するためにトランシーバを含ん
でよい。トランシーバは、初期に、第１の電話番号の選択に応えて第１の電話番号に関連
する遠隔通信装置に対する呼(call)を確立し、レコーダデータ記憶領域内に入力されるデ
ータは、遠隔通信装置から受信されるデータである。ある実施形態においては、遠隔通信
装置から受信されるデータは、ユーザ入力データを介して手動で入力されてよい。代わり
に、トランシーバは、そこへの呼の間に遠隔通信装置からデータを自動的に受信し、ユー
ザ入力装置を追加で起動することなく、レコーダデータ記憶領域内に受信されたデータを
記憶してよい。追加の実施形態においては、遠隔通信装置から受信されるデータは第２の
電話番号を備え、トランシーバは、第２の電話番号と関連する遠隔通信装置への呼の確立
をさらに開始する。トランシーバは、第２の電話番号への呼のオプションを選択するため
にそのユーザ動作を感知するユーザ入力装置に応えて第２の電話番号に関連する遠隔通信
装置への呼の確立を開始してよい。
【０００６】
システムは、さらに、ユーザ入力装置を使用してデータ記憶領域に記憶されているデータ
の編集を可能にする。例えば、プロセッサは、休止およびレコーダデータ記憶領域内に記
憶されているデータに対するＤＴＭＦ信号を含むためにデータを編集してよい。
【０００７】
ある実施形態において、記憶領域内に記憶されている番号のセットは、ディレクトリアシ
スタンスサービスプロバイダ(directory assistance service providers)の電話番号を含
む。記憶領域内に記憶されている番号のセットは、事前にプログラミングされるか、ユー
ザ入力装置を使用して手動で入力されてよい。
【０００８】
（好ましい実施形態の詳細な説明）
本発明は、ディレクトリアシスタンス、またはその他の所定の宛先電話番号に電話をかけ
るときに、ワイヤレス通信装置で「スクラッチパッド(scratch pad)」機能を自動的にイ
ネーブルするための技法を目的にしている。以下に詳しく後述されるように、このような
システムは、ユーザが、ワイヤレス通信装置を介して遠隔場所から受信されるデータを一
時的に記憶できるようにする。説明の目的のための図に図示されるように、本発明は、電
話の記録機能の自動的な起動および記録機能を使用して入力される情報を処理するための
システムおよび方法で実現されている。
【０００９】
本発明は、図１の機能ブロック図に示されているシステム１００に実現されている。シス
テム１００は、システムの動作を制御する中央処理装置（ＣＰＵ）１０２を含む。メモリ
１０４は読取専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリの両方を含んでよく、ＣＵ
１０２に命令およびデータを提供する。メモリ１０４の一部は、不揮発性ランダムアクセ
スメモリも含んでよい。
【００１０】
セルラー電話などのワイヤレス通信装置内で典型的に実現されているシステム１００は、
システム１００と、セルサイト制御装置（図示されていない）などの遠隔場所の間で、音
声通信などのデータの送信および受信を可能にするために、送信機１０８および受信機１
１０を具備するハウジング１０６も含む。送信機１０８および受信機１１０は、トランシ
ーバ１１２の中に結合されてよい。アンテナ１１４は、ハウジング１０６に機械的に結合
され、トランシーバ１１２に電気的に結合されている。送信機１０８、受信機１１０、お
よびアンテナ１１４の動作は当技術で周知であり、ここに説明される必要はない。
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【００１１】
キーパッド１１８は、従来の方法でユーザによる動作のためにハウジング１０６に取り付
けられている。後述されるように、キーパッド１１８は、宛先電話番号がユーザによって
入力されてよい便利な入力装置を提供する。キーパッド１１８は、ユーザが表示されたオ
プションを選択するのを許すために１つまたは複数のスクロールボタン１２０も含む。
【００１２】
システム１００は、表示メモリ１２２および表示器１２４も含む。表示メモリ１２２は、
表示器１２４上に表示されている１つまたは複数の英数字記号またはグラフィック画像を
表すデータを含む。表示メモリ１２２は、メモリ１０４の一部で合ってよいか、あるいは
別個の記憶領域であってよい。表示器１２４は、任意の既知の形式の表示器であってよい
。例示的な実施形態においては、表示器１２４は、各行が１２文字という表示容量を有す
る４行の英数字文字を表示するように設計されている液晶表示器である。
【００１３】
本発明は、スクラッチパッドデータ入力またはデータ記録機能の自動的な起動を目的とし
ている。データ記憶領域１２６は、システム１００用の英数字データを記憶するために使
用される。記録機能がイネーブルされると、ユーザによって手動で入力されるデータは、
データ記憶領域１２６内に便利に記憶されてよい。代わりに、システム１００は、ディレ
クトリアシスタンスなどの遠隔場所からのデータの自動ダウンロードに対処する。ダウン
ロードされたデータも、データ記憶領域１２６に記憶される。記録機能が稼動中である間
に入力されるデータは、典型的には、記録機能がイネーブルされる間、または電力がシス
テムに対しオンになっている間に一時的に記憶されるだけである。しかしながら、後述さ
れるように、システム１００は、ユーザに、それ以降使用するためにデータを記憶するた
めのオプション(option)を提供する。
【００１４】
所望の宛先電話番号などのユーザ入力されたデータは、典型的には、キーパッド１１８を
使用してシステム１００の中に入力され、データ記憶領域１２６に記憶される。従来のメ
モリとして示されている一方、データ記憶領域１２６は、データ構造の任意の形と取るこ
とができることが、当業者によって理解される。
【００１５】
典型的なワイヤレス通信装置は、「電話帳(phone book)」と呼ばれることもある電話番号
記憶領域１２８を含む。ユーザは、宛先電話番号および関連する名前を電話番号記憶領域
１２８に手動で入力する。それ以降、ユーザは、電話番号記憶領域１２８内で所望の場所
を単に選択するだけで所望の宛先電話番号を即座に電話してよい。電話番号記憶領域１２
８内にデータを入力するために使用され、および電話番号記憶領域から番号を抽出するた
めに使用される技法は当技術で周知であり、ここにさらに詳細に説明されないだろう。電
話番号記憶領域１２８は、メモリ１０４の不揮発性メモリ部分に含まれてよいか、あるい
は別個の記憶領域であってよい。当技術で当業者によって理解されるように、電話番号記
憶領域１２８は、任意の適切なデータ構造であってよい。
【００１６】
システム１００の別の記憶領域は、国および世界のさまざまな領域のディレクトリサービ
スプロバイダのための電話番号を含む、ディレクトリサービス記憶領域１３２である。デ
ィレクトリサービス記憶領域１３２で検出される電話番号は、システム１００の製造時に
事前にプログラムすることができるか、あるいは「空間経由（ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ａｉｒ
）」技法によって、あるいはキーパッド１１８またはその他の適切な手段を使用するユー
ザによって後に入力または削除することができる。ディレクトリサービス記憶領域１３２
に記憶されている電話番号は、後述される記録機能を自動的に起動するためにシステム１
００内で使用される。
【００１７】
システム１００は、宛先電話番号を一時的に記憶するためにダイヤル済み番号記憶領域１
３４も含む。ここに使用されているように、用語「宛先電話番号」は、システム１００の



(6) JP 4183912 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

ユーザが通信を希望する通信装置の電話番号を参照する。宛先電話番号は別のワイヤレス
通信装置である必要はないが、セルラー電話、パーソナル通信システム（ＰＣＳ）装置、
ワイヤレスローカルループ、固定場所電話等の任意の電気通信装置であってよい。例えば
、ユーザは、自分のオフィスに電話をかけることを希望する場合がある。この状況におい
ては、ユーザの仕事場に関連する電話番号が宛先電話番号と見なされるだろう。同様に、
ユーザは、セルラー電話を有する個人に電話をかけることを希望する場合がある。この状
況では、ユーザは、個人のセルラー電話と関連する移動識別番号（ＭＩＮ）が宛先電話番
号と見なされるだろう。ダイヤル済みの番号記憶領域１３４は、キーパッド１１８を介し
てユーザによって手動で入力される、あるいは電話番号記憶領域１２８内でのユーザの入
力の選択に応えて自動的に提供されるデータを受信する。後述される別の実施形態におい
ては、システム１００は、自動的に、遠隔ソースから受け取られる電話番号をダイヤル済
み番号記憶領域１３４に渡す。運用中、送信機１０８は、その電話番号がダイヤル済み番
号記憶領域内に記憶されている宛先電話への電話呼を起動するために、ダイヤル済み番号
記憶領域１３４の中のデータを伝送する。
【００１８】
呼履歴記憶領域(a call history storage)１３８は、所定数の過去にダイヤルされた宛先
電話番号を記憶する。例えば、呼履歴記憶領域１３８は、最後の１０の電話呼から宛先電
話番号を記憶してよい。ダイヤル済みの数字の記憶領域１３４は、電話呼が開始されると
きに呼履歴記憶領域１３８に転送される。呼履歴記憶領域１３８は、過去にダイヤルされ
た電話番号を思い出すために便利に使用される。呼履歴記憶領域１３８の本発明の記録機
能との使用は、さらに詳細に後述されるだろう。
【００１９】
前述された多様な構成要素は、電池１４０によって動力を供給される。例示的な実施形態
においては、電池１４０は、再充電可能な電池である。代わりに、システム１００は、Ａ
Ｃアダプタ（図示されていない）、自動車電源アダプタ（図示されていない）等などの外
部ソースによって電力の供給を受ける場合がある。追加の実施形態においては、電池１４
０は、さまざまな動作モードにおいて多様な構成要素に電力を供給する。あるモードでは
、電池１４０は、システム１００のすべての機能をイネーブルするためにすべての構成部
品に電力を供給する。スタンバイモード(standby mode)などの別のモードでは、電池１４
０は、キーパッド１１８のユーザ起動の感知などの一定の機能に対してだけ、あるいはデ
ータ記憶領域１２６、電話番号記憶領域１２８、ディレクトリサービス記憶領域１３２等
を維持するなどの維持機能に関連しているそれらの機能に対して電力を提供するために選
択された構成要素だけに電力を供給する。
【００２０】
システム１００は、マイクロフォンなどの入力装置１４２、および表示器１２４に加えて
出力装置１４４も含む。例示的な実施形態においては、出力装置１４４は、可聴音を生じ
させるスピーカである。入力装置１４２および出力装置１４４は、ワイヤレス通信装置と
遠隔場所の間の双方向音声通信を可能にするために従来のように使用されてよい。その他
の実施形態においては、出力装置１４４は、振動のような物理的なセンスの別のものによ
って感知できるその他の出力を生じさせることができる。システム１００の多様な構成要
素は、データバスに加えて、電力バス、制御信号バス、およびステータス信号バスを含ん
でよいバスシステム１４６によってともに結合される。しかしながら、明快さのために、
多様なバスが、バスシステム１４６として図１に示されている。
【００２１】
システム１００の動作は、ここでさらに詳細に説明されてよい。システム１００は、ディ
レクトリサービス記憶領域１３２に記憶されている電話番号が、ダイヤル済みの数字記憶
領域１３４の中に入力された任意の電話番号と比較されるという点で、従来のワイヤレス
通信装置とは異なる。一致が発生する場合、ＣＰＵ１０２は、ディレクトリサービスから
受け取られる電話情報をユーザが記録できるようにする記録機能を自動的に開始する。
【００２２】



(7) JP 4183912 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

ディレクトリサービス記憶領域１３２に記憶されている電話番号は、８００および８８８
を含む任意の領域コードである、例えば、４４１、５５５－１２１２、および１－ＸＸＸ
－５５５－１２１２を含むことがある。さらに、記録機能は、ユーザが重大な情報を記録
できるようにするために、例証として、緊急番号（例えば、９１１）などのその他の選択
された電話番号のために自動的にイネーブルされてよい。システム１００は、例えば、大
企業における内部ディレクトリアシスタンスにアクセスする番号、またはその他のディレ
クトリアシスタンス電話番号も記憶することができる。このようにして、システム１００
は、ユーザが記録機能を使用してデータを入力しなければならないことを考慮する任意の
状況で容易に活用されてよい。したがって、本発明は、ディレクトリサービス記憶領域１
３２に記憶される特殊な番号によって制限されない。
【００２３】
ディレクトリアシスタンスに対する代表的な呼においては、ユーザは、キーパッド１１８
を介してディレクトリアシスタンス番号を入力する。ＣＰＵ１０２は、一時記憶のために
ダイヤルされた記憶領域１３４内にこれらの入力された番号を記憶する。ＣＰＵ１０２は
、それからダイヤルされた数字記憶領域１３４に一時的に記憶されている電話番号を、デ
ィレクトリサービス記憶領域１３２に記憶されているすべての電話に比較する。
【００２４】
本発明は、単一ＣＰＵ１０２を使用するか、ＣＰＵ１０２の一定の機能に代わる個々の装
置の組み合わせを使用することができる。装置の集合体は、ダイヤルされた数字の記憶領
域１３４を受信し、記憶するためのプロセッサ、および番号の記憶されたセットとダイヤ
ルされた数字記憶領域内の入力番号を比較するための比較器を含むことがある。しかしな
がら、ＣＰＵ１０２は、ダイヤルされた数字記憶領域１３４にデータを記憶し、ダイヤル
された数字記憶領域内の番号をディレクトリサービス記憶領域１３２内の記憶された番号
のセットと比較する機能を実行するために便利に使用されてよい。
【００２５】
ＣＰＵ１０２が、ダイヤルされた数字記憶領域１３４の中に一時的に記憶されている電話
番号に一致するディレクトリサービス記憶領域１３２の中には電話番号がないと判断する
場合、システム１００は、ダイヤルされた数字記憶領域１３４内に宛先電話番号を有する
宛先電話に送信機１０８を通して呼を処理するために進む。
【００２６】
ＣＰＵ１０２が、ダイヤルされた数字記憶領域１３４内に一時的に記憶されている電話番
号に一致するディレクトリサービス記憶領域１３２内に電話番号がある場合は、一致信号
が生成される。
【００２７】
一致信号の生成の結果、ＣＰＵ１０２は記録機能を自動的にイネーブルする。記録機能は
、スクラッチパッド、ノートパッド、またはその他の形の既知の電子記録であってよい。
例示的な実施形態においては、機能は、送信機１０８がダイヤルされた数字記憶領域１３
４内の数字を伝送するとすぐに自動的にイネーブルされてよいか、あるいは実際の通信リ
ンクがワイヤレス通信装置とダイヤルされた数字記憶領域内の宛先電話番号に対応する電
話の間で確立されるまで遅延されてよい。代わりに、システム１００は、記録機能をセッ
トアップし、そのユーザ起動を必要とすることがある。この実施形態においては、表示器
１２４は、記録機能がユーザによって起動できることを示すために、インジケータ、照会
、プロンプト、またはその他のメッセージを表示する。この記録機能は、スクラッチパッ
ド、ノートパッド、またはその他の既知の形の電子レコードであってよい。表示器１２４
インジケータのインジケータは、図２Ａに示されているように表示メッセージ１５０であ
ってよい。インジケータは、ＬＥＤ、その他の種類の表示器、表示器１２４に表示されて
いるその他の形状または記号、あるいは当技術で周知であるその他のインジケータなどの
形を取ることもできる。
【００２８】
この実施形態においては、ユーザは、図２Ａの表示器１２４に表示されている表示メッセ
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ージ１５０と近接して位置する制御ボタン１５２を選択的に起動することによって記録機
能を起動する。制御ボタン１５２の起動に応えて、ＣＰＵ１０２が記録機能を起動し、表
示１２４に信号を送信し、ノートパッドまたはスクラッチパッドが、図２Ｂに描かれてい
るように、点滅するテキストプロンプトとともに表示器の中に表示させる。図２Ｂに示さ
れている「終了(Exit)」プロンプトは、ユーザが記録機能を任意の時点で終了できるよう
にする。
【００２９】
運転中、ユーザは、所望の宛先電話番号（例えば、ディレクトリアシスタンス番号）を、
キーパッド１１８を使用して、あるいは電話番号記憶領域１２８からディレクトリアシス
タンス番号を選択することによって所望の宛先電話番号（例えば、ディレクトリアシスタ
ンス番号）を選択する。宛先電話番号は、ダイヤルされた数字記憶領域３４に一時的に記
憶され、ディレクトリアシスタンスサービスに呼を接続するために送信機１０８に転送さ
れる。人間または機械であってよいディレクトリアシスタンスサービスに接続すると、お
よびディレクトリアシスタンスサービスから所望の電話番号を受け取ると、ユーザは、キ
ーパッド１１８を使用して、データ記憶領域１２６の中に所望の電話番号を入力できる。
【００３０】
いったん所望の電話番号がデータ記憶領域１２６内に入力されると、ＣＰＵ１０２は、表
示器を、所望の番号「オプション」プロンプト、および「終了」プロンプトを含む図２Ｃ
に示されているものに変更するために、表示器１２４に信号を送信する。表示器１２４は
、ユーザが利用できる多様なオプションまたはコマンドの表示器など、追加要素を含むこ
とがある。ユーザは、所望のコマンドを強調表示し(highlight)、制御ボタン１５２を使
用して所望のコマンドを起動するために、スクロールボタン１２０（図１を参照のこと）
を動作できる。例えば、ユーザは、オプションプロンプトを強調表示するためにスクロー
ルボタン１２０を操作し、制御ボタン１５２を起動することによってオプションコマンド
を選択してよい。
【００３１】
ユーザが、キーパッド１１８上のスクロールボタン１２０および制御ボタン１５２を使用
することによりオプションを選択する場合、ＣＰＵ１０２は、図２Ｄに示されているよう
に使用可能なオプションを表示するために表示器に別の信号を送信する。表示器１２４は
、所望の電話番号および終了プロンプトもオプションで表示することができる。図２Ｄに
示されているように、ユーザが使用できるオプションは、所望の番号を保存するためのオ
プションおよび所望の電話番号を呼び出すためのオプションを含む。
【００３２】
ユーザは、表示器１２４上で保存オプションプロンプトを強調表示するためにスクロール
ボタン１２０（図１を参照すること）を動作し、制御ボタン１５２を起動することによっ
て「保存」オプションを起動してよい。ユーザが保存オプションを選択すると、ＣＰＵ１
０２は、データ記憶領域１２６に一時的に記憶されている所望の電話番号をコピーし、デ
ータを電話番号記憶領域１２８に転送する。ユーザは、従来の編集技法を使用して、所望
の様式で所望の電話番号を編集することができる。例えば、ユーザは、領域コードを、デ
ィレクトリアシスタンスサービスから受信される所望の電話番号に追加することを希望す
ることがある。さらに、ユーザは、所望の電話番号に記述を追加することができる。例え
ば、ユーザは、ローカル劇場で再生中の現在の映画についての情報を得ることを希望する
ことがある。ディレクトリアシスタンスサービスは、所望の電話番号を提供する。前述さ
れたように、ユーザは、キーパッド１１８を使用してデータ記憶領域１２６に所望の電話
番号を入力してよい。ユーザは、それ以降、前述された保存オプションを使用して、電話
番号記憶領域１２８に所望の電話番号を保存してよい。ユーザは、従来のテキスト入力技
法を使用して記述（例えば、映画劇場）を追加してもよい。所望の電話番号および関連す
る記述が、後に使用するために電話番号記憶領域１２８内に記憶される。
【００３３】
ユーザは、「送信／呼」オプションを選択することによって所望の電話番号との電話通信
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リンクも確立してよい。ユーザは、表示器１２４上で呼のオプションプロンプトを強調表
示するためにスクロールボタン１２０を使用し、制御ボタン１５２を起動することによっ
て呼オプションを選択することができる。ユーザが呼オプションを選択すると、ＣＰＵ１
０２は、データ記憶領域１２６から所望の電話番号をダイヤル済みの数字記憶領域１３４
にただちに転送することができる。ダイヤルされた数字記憶領域１３４内の番号は、宛先
電話番号との電話通信リンクを確立するために、送信機１０８に転送される。宛先電話番
号を送信し、電話通信リンクを確立するプロセスは、当分野で周知であり、ここに説明さ
れる必要はない。ＣＰＵ１０２は、ワイヤレス通信装置が発呼を開始するために送信キー
を使用すると、オプションでユーザがキーパッド１１８の「送信キー」（図示されていな
い）を押すのを待機することができる。
【００３４】
ディレクトリアシスタンスサービスへの接続は電話会議モードで実行されることもでき、
それは追加の関係者がディレクトリアシスタンスプロバイダへの呼上で聞くことを可能と
する。追加関係者は、別の通信装置が別個の呼を介してシステム１００に接続することを
必要とする。典型的な動作においては、システム１００は、初期に、追加関係者との電話
接続を確立し、追加関係者との呼の過程で、ディレクトリサービスプロバイダに対して電
話をかけ、このようにして追加関係者が、会議機能によってディレクトリサービス情報を
受け取ることができるようにもする。
【００３５】
システム１００の動作は、システム１００の典型的なインプリメンテーション(implement
ation)で実行できるように、ディレクトリサービスプロバイダに電話をかけ、それ以降第
２の電話番号を記録し、第２の電話番号に電話をかけるケースを示す図３と図4のフロー
チャートに示されている。システム１００は工程１５８を開始し、ディレクトリアシスタ
ンスに使用される電話番号がディレクトリサービス記憶領域１３２に記憶される工程１６
０に進む。過去に説明されたように、ディレクトリアシスタンスの番号、またはその他の
参照番号を記憶する工程１６０は、製造時に、あるいはディレクトリサービスに電話をか
ける前の何れかにユーザによって実行することができる。工程１６２では、ユーザは、例
証として、ディレクトリアシスタンスサービスの電話番号である第１の宛先電話番号を入
力する。過去に説明されたように、ユーザは、キーパッド１１８（図１を参照すること）
を手動で使用して、あるいは電話番号記憶領域１２８から第１の電話番号を選択すること
によって自動的に第１の電話番号を入力してよい。それから、第１の宛先電話番号は、ダ
イヤルされた番号記憶領域１３４に転送される。
【００３６】
決定１６４では、ダイヤルされた番号記憶領域１３４（図１を参照すること）に一時的に
記憶されている第１の宛先電話番号が、ディレクトリサービス記憶領域１３２内の電話番
号のどれかと一致するかどうかの決定が下される。一致がない場合、決定１６４の結果は
ノーであり、工程１６６でシステム１００が記録機能をスタンバイモードにセットする。
工程１６８では、送信機１０８は、従来のように第１の宛先電話番号に対する呼を開始し
、システム１００は工程１７０で処理を終了する。
【００３７】
ダイヤル済み番号記憶領域１３４に一時的に記憶されている第１の宛先電話番号と、ディ
レクトリサービス記憶領域１３２内の電話番号の１つの間で一致がある場合、決定１６４
の結果はイエスである。そのイベントにおいては、システム１００は、記録機能が起動さ
れたことを示すために、インジケータまたはメッセージが表示器１２４で表示される工程
１７２に移動する。代わりに、システム１００は、記録機能を移動する必要があるかどう
かに関してユーザからの応答を必要とするインジケータまたはメッセージを表示してよい
。このメッセージは、図２Ａによって示されているように、表示器１２４で表示される。
【００３８】
決定１７４では、システム１００は、記録機能を起動するために、制御ボタン１５２のユ
ーザ起動を感知する。ユーザが記録機能を起動しない場合、決定１７４の結果はノーであ
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る。その場合、システム１００は、表示器１２４の上でのインジケータまたはメッセージ
がオフにされる工程１７６に移動する。工程１７８では、記録機能はスタンバイモードに
設定される。工程１７８では、送信機１０８を介して、従来の方法で第１の宛先電話番号
に関連した電話に電話がかけられ、システム１００が工程１７２で処理を終了する。
【００３９】
システム１００が、ダイヤルされた数字記憶領域１３４（図１を参照すること）に記憶さ
れている宛先電話番号とディレクトリサービス記憶領域１３２内の電話番号のどれかの間
の一致に関する決定時に記録機能を自動的に起動する場合、あるいはユーザが、例証とし
て、手動で記録機能を起動するために制御ボタン１５５２を起動する場合に、インジケー
タまたはメッセージは工程１８４でオフにされる。工程１８６では、記録機能が起動され
る。前述されたように、これは、点滅するデータ入力プロンプトなどの、表示器１２４上
でのプロンプトの表示を含んでよく、さらに終了プロンプトも含んでよい。工程１７８で
は、ダイヤル済み番号記憶領域１３４内のデータは送信機１０８に転送され、宛先電話番
号（例えば、ディレクトリアシスタンスサービス）と関連する電話装置とのワイヤレス通
信リンクを確立するために、遠隔場所（例えば、セルサイト制御装置）に送信される。
【００４０】
決定１９０では、システムが、第１の宛先電話番号との呼の確立が無事終了したかどうか
を決定する。呼の確立が無事終了しなかった場合、決定１９０の結果はノーであり、工程
１９２では、システム１００が、スタンバイモードに記録機能を設定し、プロセスが工程
１９４で終了する。
【００４１】
第１の宛先電話番号に対する呼により、第１の宛先電話番号と関連する電話との通信リン
クの確立が無事に終了する場合には、決定１９０の結果はイエスである。その場合、図３
Ｂに示されている決定１９６で、システム１００が、所望の第２の宛先電話番号が、ディ
レクトリアシスタンスサービスから無事に受け取られたかどうかを判断する。第２の宛先
電話番号がシステム１００によって自動的に受け取られる場合には、第２の宛先電話番号
の無事成功した受信は、第１の宛先電話番号（例えば、ディレクトリアシスタンスサービ
ス）と関連する電話との通信リンクの一部を形成する遠隔場所（例えば、セルサイト制御
装置）からデータの満足の行く受信に基づく。ユーザがキーパッド１１８を使用してデー
タ記憶領域１２６に第２の宛先電話番号を入力するために手動で介入しなければならない
場合、システム１０は、第２の宛先電話番号がキーパッドのユーザ活動、および第１の宛
先電話番号との通信リンクの確立とデータ記憶領域１２６へのデータの入力の間に経過し
た時間に基づいて無事に受信されたかどうかを決定することができる。例えば、所定の時
間期間が満了となり、ユーザがキーパッド１１８を使用してデータを入力していない場合
、システム１００は、第２の宛先電話番号が無事に受信されなかった、あるいはユーザが
データ記憶領域１２６に第２の宛先電話番号を入力することを希望しなくなったと仮定し
てよい。
【００４２】
前述されたある実施形態においては、ユーザは第２の宛先電話番号を聞き、キーパッド１
１８を使用してデータ記憶領域１２６（図１を参照すること）に第２の宛先電話番号を手
動で入力する。この実施形態においては、スピーカのよう出力装置１４４が、ユーザが、
ディレクトリアシスタンスサービスプロバイダによってアナウンスされる第２の宛先電話
番号を聞くことができるようにする。この実施形態においては、ユーザは、第２の宛先電
話番号を従来の方法でデータ記憶領域１２６に入力するためにキーパッド１１８を手動で
操作する。
【００４３】
代わりに、ディレクトリアシスタンスサービスプロバイダは、第２手先電話番号を示すデ
ータを送信してよい。例えば、ディレクトリアシスタンスサービスプロバイダは、第２の
宛先電話番号を生じさせるためにシステム１００によって容易に解釈されてよいデュアル
-トーン・マルチ周波数(dual-tone multi-frequency)（ＤＴＭＦ）トーンの形で第２の宛
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先電話番号を送信してよい。電話番号のためのＤＴＭＦの使用は当技術で周知であり、こ
こにさらに詳しく記述される必要はない。この実施形態においては、システム１００は、
第２の宛先電話番号を示すデータを生成するためにＤＴＭＦトーンを自動的に復号化し、
データ記憶領域１２６に第２の宛先電話番号を記憶してよい。
【００４４】
また別の実施形態においては、第２の宛先電話番号が、フィールドで周知であるフォーマ
ットを使用するデータパケットなどのその他の形で送信されてよい。例えば、ショートメ
ッセージサービス（ＳＭＳ）のメッセージは、コールバック宛先電話番号の提供を含む。
システム１００は、ディレクトリアシスタンスサービスプロバイダから送信され、システ
ム１００によって受信される第２の宛先電話番号を自動的に検出するためにこの種のデー
タフォーマットを実現することができる。その他のフォーマットは、システムによって無
事に使用されてもよいことが注意される必要がある。その結果、本発明は、第２の宛先電
話番号に関係するデータを自動的に送信するために使用される特殊なフォーマットによっ
て制限されていない。
【００４５】
第２の宛先電話番号が無事に受信されなかった場合、決定１９６の結果はノーである。そ
の場合、工程１９８では、システム１００は、記録機能をスタンバイモードに設定し、工
程２００で処理を終了する。第２の宛先電話番号が無事に受信された場合、決定１９６の
結果はイエスである。その場合、工程２０４では、システムは第２の宛先電話番号の入力
を検出する。前記に注記されたように、第２の宛先電話番号は、キーパッド１１８を介し
てユーザによって手動で入力されるか、あるいはシステム１００によって自動的に検出さ
れ、データ記憶領域１２６に記憶されてよい。
【００４６】
工程２０６では、システム１００は表示器１２４（図１を参照すること）上に１つまたは
複数のオプションを表示する。この時点では、表示器１２４は、図２Ｄに示されている外
観に類似する概観を有する。前述されたように、ユーザは、第２の宛先電話番号を保存し
、第２の宛先電話番号を呼び出すか、あるいは記録機能を終了するオプションを有する。
これらのオプションは、次の３つの決定工程によって反映される。
【００４７】
決定２０８では、システム１００は、ユーザが終了オプションを選択したかどうかを決定
する。前述されたように、オプションを選択するための１つの技法は、カーソルまたはそ
の他のインジケータを所望のオプションの上に位置させるためのスクロールボタン１２０
の操作、および例証として(by way of example)制御ボタン１５２によって起動すること
を必要とする。ユーザが終了オプションを選択すると、決定２０８の結果はイエスである
。その場合、工程２１０では、システム１００は、記録機能をスタンバイモードに設定し
、工程２１２で処理を終了する。ユーザは終了オプションを選択しなかった場合、決定２
０８の結果はノーである。その場合、システム１００は、ユーザは保存オプションを選択
したかどうかを決定するために決定２１４に移動する。ユーザが保存オプションを選択し
た場合、決定２１４の結果はイエスである。その場合、工程２１６で、システム１００は
、第２の宛先電話番号を電話番号記憶領域１２８にコピーすることによって、データ記憶
領域１２６に一時的に記憶されている第２の宛先電話番号を保存する。工程２１６の実行
の後、システム１００は、ユーザが終了オプションを選択したかどうかを決定するために
決定２０８に戻る。
【００４８】
再び決定２１４に戻ると、ユーザが保存オプションを選択しなかった場合、決定２１４の
結果はノーである。その場合、システム１００は、ユーザが通信オプションまたは送信オ
プションを選択したかどうかを決定するために決定ブロック２１８に移動する。ユーザが
通信オプションを選択した場合、決定２１８の結果はイエスである。その場合、工程２２
０では、システム１００は、ダイヤルされた数字記憶領域１３４（図１を参照すること）
に第２の宛先電話番号を転送し、従来の方法で呼を処理する。前述されたように、これは



(12) JP 4183912 B2 2008.11.19

10

20

30

、ダイヤルされた数字記憶領域１３４に現在記憶されている第２の宛先電話番号を、セル
サイト制御装置（図示されていない）などの遠隔場所に通信するために送信機１０８を使
用することを含む。ユーザが通信オプションを選択した場合、呼は従来の方法で処理され
、それはここにさらに詳細に説明される必要はない。ユーザが通信オプションを選択しな
かった場合、決定２１８の結果はノーである。その場合、あるいは工程２２０の実行の後
に、システム１００は、ユーザが終了オプションを選択したかどうかを決定するために決
定２０８に戻る。
【００４９】
図３Ｂに明示的に示されていないが、システム１００は、電話番号記憶領域１２８（図１
を参照すること）での記憶の前に、第２宛先電話電話番号を編集する追加オプションを含
んでよい。これは、宛先電話番号の宛先の追加、エリアコード、休止およびＤＴＭＦトー
ンなどのその他のデータの追加、あるいは第２の宛先電話番号の電話番号記憶領域１２８
に記憶されている他の番号とのリンクを含んでよい。リンクされたデータは、例証として
、テレフォンカードコードまたは電話番号と関連する関係者に関するデータを含んでよい
。その他のオプションは、近い将来第２の宛先電話番号の便利なリダイヤルを可能にする
ために、呼履歴記憶領域１３８内に第２の宛先電話番号を記憶することを含む。
【００５０】
このようにして、システム１００は、電話をかけられたディレクトリアシスタンスサービ
スプロバイダによって提供される情報を入手し、使用する上でユーザを大いに補助するた
めに容易にアクセス可能な記録機能、編集機能、および送信機能を提供する。
【００５１】
本発明の特殊な実施形態は説明のためにここに説明されているが、多様な修正が、本発明
の精神および範囲から逸脱することなく加えられてよい。その結果、本発明は、添付クレ
ームによって限定制限されない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明のワイヤレス通信装置の機能ブロック図である。
【図２】　図２(Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ)は、英数字テキストおよびグラフィック画像を表示する
ために、図１のシステムによって使用される表示器の例である。
【図３】　図３は、情報を記録し、処理するための図１のシステム動作を示すフローチャ
ートである。
【図４】　図４は、情報を記録し、処理するための図１のシステム動作を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１２４…表示器，１５２…制御ボタン、
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